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１．立地適正化計画制度の背景と目指す姿

（１）制度創設の背景（国土交通省資料抜粋）
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様々な問題を引き起こし、どんどん住みにくくなってしまいます

負の
スパイラル

空家・空き地が
増加

公共交通サービスが
縮小・撤退

地域コミュニティが
希薄化生活サービス施設が減少

就業機会が減少

行政サービスが
非効率化

１．立地適正化計画制度の背景と目指す姿

（１）制度創設の背景
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（２）立地適正化計画が目指すまちの姿

コンパクトシティ ネットワーク

各地域の拠点周辺に生活サービス機能
（医療・福祉、商業等）や住居を
集約・誘導し、人口密度を維持

コンパクトシティと連動した
拠点間をつなぐ公共交通網
（バス、鉄道等）の再構築

住む場所、働く場所、
食べる場所、学ぶ場所が
歩けるような距離にある

公共交通が便利で
利用しやすい

安心して快適に
暮らせるまちへ

近年は激甚化する
災害への対応

１．立地適正化計画制度の背景と目指す姿
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（１）他都市事例の紹介

２．周辺自治体における立地適正化の必要性

春日市立地適正化計画（令和６年３月策定）

✓ 大きな人口減少は見込まれず、今後も人口が維持されていく
✓ 一方、生産年齢人口は緩やかに減少し、高齢化が進行する見込み

【対応（数値目標の設定）】

✓ 人口密度の維持（居住誘導区域の人口維持を目標に設定）
✓ 歩いて暮らしやすい環境の形成→例①コミュニティバスの利用促進
年間利用者 284,000人（令和元年）→320,000人（令和22年）
例②都市機能誘導区域の機能強化
誘導施設（医療・商業等を位置づけ）の新規立地４件

（令和22年まで）

人口約11.1万人(R7)
→約11.0万人(R17)
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【状況】



（２）鳥栖市の現状及び将来予測

２．周辺自治体における立地適正化の必要性
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【現在】 【展望】【ピーク】
増加

増加 減少

✓ 増加傾向にあるものの、R12年以降は人口減少に転じると予測
（出典：国立社会保障・人口問題研究所）
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（２）鳥栖市の現状及び将来予測

２．周辺自治体における立地適正化の必要性

✓ 年少人口 ：H27年をピークに減少傾向に転じる可能性
✓ 生産年齢人口：R12年をピークに減少傾向に転じる可能性
✓ 老年人口 ：H12年以降増加傾向が続く可能性
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✓ 居住や都市機能（医療・福祉・商業等）の誘導、公共交通の充実等によって持続可能な
まちづくりを目指す都市再生特別措置法に基づく計画

✓ 全国的に進む人口減少と少子高齢化の進展を背景に、今後も安心で快適な生活環境の実
現、財政面における持続可能な都市経営等を可能とするために創設された制度

３．立地適正化計画制度の内容

（１）制度の概要

維持・充実を図る公共交通網を設定。
（地域公共交通計画で位置づけ）

居住誘導区域

都市機能誘導区域

一定のエリアで人口密度を維持し、日常生活
サービス等が持続的に確保されるよう居住の誘
導を図る区域。

公共施設等、維持・誘導する施設を設定し、日
常生活サービスの効率的な提供を図る区域。

地域公共交通
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【都市機能誘導区域外における事前届出】

都市機能誘導区域外で誘導施設を有

する、以下に示す建築物の建築行為又

は開発行為を行おうとする場合は、市

長への届出が必要

開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為を行おうと

する場合

開発行為以外

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

■誘導施設…都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設（医療、福祉、商業施設等）

（２）計画策定により生じる義務（届出制度）

３．立地適正化計画制度の内容
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（２）計画策定により生じる義務（届出制度）

 

 

居住誘導区域外において、以下のような一定規模以上の

住宅開発を行おうとする場合には、市長への届出が必要

３．立地適正化計画制度の内容

【居住誘導区域外における事前届出】
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【誘導施設の休廃止に係る届出】

✓ 都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止

または廃止しようとする場合には、市長への届出が必要

（２）計画策定により生じる義務（届出制度）

３．立地適正化計画制度の内容
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【主な支援措置（地方公共団体向け）】

都市構造の再構築を進めるため、立地適正化計画に位置づけられた公共交通等の
整備について重点的に支援。
〇対象区域：立地適正化計画区域内 〇補助率：1/2等（直接）、1/3（間接）

都市・地域交通戦略推進事業

地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応し、地方公共団体に
おける都市公園の機能や配置の再編を図る。
〇対象区域：立地適正化計画策定都市 〇補助率： 1/2 （直接）

都市公園ストック再編事業

[1]個別施設計画に位置付けられた公共施設等の集約化・複合化事業
[2]立地適正化計画に基づく地方単独事業等に対し、元利金の償還に対し地方交
付税措置のある地方債措置等
（公共施設等総合管理計画に基づき実施される事業に限る）

公共施設等の適正管理に係る地方財政措置
（公共施設等適正管理推進事業）

（３）計画策定によるメリット（支援措置）

３．立地適正化計画制度の内容
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【主な支援措置】

国 市町村

立地適正化計画の策定

財政・金融上の支援措置

都市構造再編集中支援事業（民間事業者も対象）

道路、公園、河川、広場、駐車場、地域防災施設、子育て支援
センター、交通センター、市街地再開発事業、街並み環境整備
事業、公営住宅整備、バリアフリー環境整備など

主な補助対象事業（例）

３．立地適正化計画制度の内容

（３）計画策定によるメリット（支援措置）

「立地適正化計画」に基づき、都市機能や居住環境の向上に資す
る公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組み等に対し集中
的な支援を行い、各都市が持続可能で、強靭な都市構造へ再編を
図ることを目的とする事業

〇補助率：50％（都市機能誘導区域内）、

45％（居住誘導区域内）
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【主な支援措置（民間事業者が対象）】

市町村が定める都市再生整備計画の区域等において行われる優良な民間都市開発
事業に対して、民都機構が出資を行うことで事業の立上げを支援。

〇対象区域：原則都市機能誘導区域（都市再生整備計画の区域）
〇支援限度額：総事業費の５０％、資本の５０％、公共施設等の整備費のうち

最も少ない額
〇その他要件：竣工後１０年以内に配当を行うことが確実と見込まれること

まち再生出資

（３）計画策定によるメリット（支援措置）

３．立地適正化計画制度の内容
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４．庁内策定体制の整備
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都市整備課 財政課


